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１【提出理由】

　2019年5月30日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5

第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2019年5月30日

 

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額432,037,025円

ロ　効力発生日

2019年5月31日

 

第2号議案　定款一部変更の件

（1）　今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信

任機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの更なる強化等を目的に、取締役の任期を現行

の2年から1年に変更するものであります。

（2）　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し

て補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の

任期を明確にするものであります。

 

第3号議案　取締役7名選任の件

取締役として、藤代祥之、中村秀春、早﨑克志、岩瀬好啓、崎谷文雄、藤井修逸及び羽森寛を選任

するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第1号議案 123,247 8,821 － （注）1 可決　　　91.50

第2号議案 131,986 77 － （注）2 可決　　　98.00

第3号議案    

（注）3

 

藤代　祥之 111,095 20,976 － 可決　　　82.48

中村　秀春 123,188 8,883 － 可決　　　91.46

早﨑　克志 123,188 8,883 － 可決　　　91.46

岩瀬　好啓 123,188 8,883 － 可決　　　91.46

崎谷　文雄 123,172 8,899 － 可決　　　91.45

藤井　修逸 107,671 24,400 － 可決　　　79.94

羽森　　寛 112,110 19,961 － 可決　　　83.23

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の3分の2以上の賛成による。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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